
　
少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
展
と
と
も
に
、我
が
国
は
、2
年
後
の

平
成
１８
年
か
ら
人
口
減
少
社
会
に
入
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。�

　
市
町
村
は
、昭
和
の
大
合
併
以
降
、我
が
国
の
右
肩
上
が
り
の
人

口
増
加
と
経
済
成
長
と
い
う
環
境
下
に
お
い
て
行
財
政
運
営
を
行

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。�

　
し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
か
ら
の
市
町
村
に
は
、国
全
体
の
人
口
が

減
少
傾
向
に
転
じ
、成
熟
経
済
と
い
う
厳
し
い
環
境
の
中
で
、自
己

決
定
・
自
己
責
任
の
原
則
の
下
、こ
れ
ま
で
以
上
に
効
率
的
な
行
財

政
運
営
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、住
民
の
日

常
生
活
圏
の
広
域
化
や
少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
展
、厳
し
い
財

政
事
情
、情
報
化
の
進
展
な
ど
社
会
情
勢
の
変
化
に
効
率
的
に
対

応
し
な
が
ら
、住
民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、

行
財
政
基
盤
の
充
実
・
強
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
急
務
と
さ
れ
て

お
り
ま
す
。�

　
市
町
村
に
は
、地
方
分
権
の
進
展
を
踏
ま
え
、自
主
性
・
自
立
性

を
持
っ
た
ま
ち
づ
く
り
や
住
民
福
祉
の
さ
ら
な
る
向
上
に
向
け
、こ

れ
ま
で
以
上
に
個
性
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
が
求
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
。�

　
市
町
村
合
併
は
、行
政
を
効
率
化
し
、行
政
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す

る
た
め
の
有
効
な
手
法
の
一
つ
で
、２１
世
紀
型
の
新
し
い
基
礎
自
治

体
を
構
築
す
る
た
め
に
取
り
う
る
有
効
な
手
段
で
も
あ
り
ま
す
。�

　
こ
の
「
デ
ー
タ
特
集
号
」
で
は
、皆
様
に
市
町
村
合
併
を
身
近
に

考
え
て
い
た
だ
く
た
め
に
、1
市
3
町
の
人
口
、面
積
、行
財
政
の
状

況
な
ど
を
分
か
り
や
す
く
お
示
し
し
ま
し
た
。
合
併
協
議
に
つ
い
て

の
ご
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
際
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。
�
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◎相模原市の将来人口（相模原市企画部企画政策課）については、コーホート要因法、津久井郡�
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　コーホート変化率法�

進む少子高齢化と人口減少�

相模原市�

相模湖町�

津久井町�

城 山 町�

S60 H2 7 12 16 22 27 32 37

40�

35�

30�

25�

20�

15�

10�

5�

�

％�

S60 H2 7 12 16 22 27 32 37

30�

25�

20�

15�

10�

5�

�

％�

高齢化率�人口動向と将来推計�

年少人口比率�

相模原市�

相模湖町�

津久井町�

城 山 町�

相模原市�

相模湖町�

津久井町�

城 山 町�１０,３９７�

２３,２３８�

２９,４１８�

約６６万１千人�

約２万６千人�

約２万２千人�

約８千人�

６２０,５５１�

３５.１�

５９.７�

３４.３�

２９.９�

２４.５�

１１.６�
１１.５�
１０.１�
８.２�

　全国の市町村は、これまでに「明治の大合併」「昭和の大合併」という2回の大きな合併を

経て、現在、3,087（H16.8.1現在）になっています。�

　「明治の大合併」では、戸籍管理、小学校事務ができる規模を標準とした合併が進められ、全

国の市町村数は約5分の1に減少しました。�

　また「昭和の大合併」では、中学校を設置できる規模を標準とした合併が進められ、全国の

市町村数は約3分の1に減少しました。�

　相模原市、城山町、津久井町、相模湖町においても何度か合併を行い、現在の姿になっています。�

Ｍ22.4.1 合　　併　　経　　過� 現 在 の 市 町�

（高座郡）�

新 磯 村�

麻 溝 村�

田 名 村�

溝 村�

大 沢 村�

相 原 村�

大 野 村�

（津久井郡）�

川尻村・湘南村�

三 沢 村�

中 野 村�

太 井 村�

又 野 村�

三 ケ 木 村�

青 山 村�

根 小 屋 村�

長 竹 村�

鳥 屋 村�

青野原村・青根村�

内郷村・千木良村�

小 原 町�

与 瀬 駅�

現在の1市3町ができるまで�

上溝町�
T15.1.1

座間町�
S12.12.20

座間町�
S23.9.1 分立�

城山町�
S30.4.1 合併（町制施行）�

相模原町�
S16.4.29

相模原市�
S29.11.20 市制施行�

中野町�
T14.1.1

T14.7.1

串川村�
M42.5.1

与瀬町�
T2.4.1

津久井町�
S30.4.1 合併�

相模湖町�
S30.1.1 合併�

相模原市�

相模湖町�

津久井町�

城 山 町�

資料：これからのまちづくりと市町村合併（神奈川県市町村課）�


